
　
所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
２
月

１６
日
�
か
ら
３
月
１５
日
�
ま
で
受

け
付
け
し
ま
す
。 

※
な
お
２
月
２０
日
�
お
よ
び
２７
日

�
は
、
上
尾
税
務
署
に
て
申
告
書

用
紙
の
配
布
、
申
告
相
談
お
よ
び

申
告
書
の
収
受
等
の
受
付
を
実
施

い
た
し
ま
す
。 

　
申
告
納
税
制
度
の
趣
旨
か
ら
確

定
申
告
等
の
書
類
に
は
、
ご
自
分

で
作
成
し
郵
送
等
で
提
出
し
て
い

た
だ
く
「
自
書
申
告
」
を
推
進
し

て
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。 

○
白
色
申
告
者
で
事
業
所
得
、
不

動
産
所
得
、
山
林
所
得
の
あ
る
人

は
、
必
ず
収
支
内
訳
書
を
添
付
し

て
く
だ
さ
い
。 

○
土
地
、
建
物
等
を
売
っ
た
場
合

の
譲
渡
所
得
、
贈
与
税
お
よ
び
消

費
税
等
は
、
直
接
上
尾
税
務
署
に

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。 

…はい 
…いいえ 

平成１６年１月１日から１２月３１日 
までに収入がありますか？ 

夫（父）の会社で年末調整を行い 

扶養家族の申告をしているか、も 

しくは確定申告において扶養家族 

の申告をする予定がありますか？ 

サラリーマンの方は勤務先から伊 

奈町に給与支払報告書が提出され 

ますか？サラリーマン以外の方は、 

いいえに進んでください。 

会社からもらう給与のほかに株式 

の配当、不動産所得、原稿料報酬、 

年金などを受け取っていますか？ 

給与以外の所得が２０万円を超えま 

すか？ 

町・県民税の申告 

の必要はありませ 

ん。 

※平成１７年１月１日現在伊奈町以外に住んでいた方は、その住んでい 
た市町村に住民税の申告をしてください。 

税　　務　　署 
あなたは伊奈町に町・県民税 
の申告をする必要があります。 
申告受付期間内に申告を済ま 
せましょう。申告書が送付さ 
れていない方は税務課に用意 
してあります。 

町　　役　　場 
送付された申告書に印を押し、 
住所・氏名および裏面に内容 
を詳しく書いて、町役場に提 
出してください。申告書が送 
付されてない方は税務課へご 
連絡ください。 

郵　　送 

税務署に確定申告をしますか？ 

確定申告する必要があります。 

お願い　駐車場には限りがあります。また、会場によっては 
駐車場のないところもありますので、車の利用はなるべくご 
遠慮ください。 

日　　　　　　程 

２／１６� 

 

２／１７� 

 

２／１８� 

 

２／２１� 

 

２／２２� 

 

２／２３� 

 

２／２４� 

 

２／２５� 

 
２／２８� 
～３／１５� 

ゆめくる 

 

小針新宿集会所 

 

光ヶ丘公民館 

 

ゆめくる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役場３階第３会議室 

小室１～４０００番地 

 

 

 

 

 

栄全地区 

 

小室４００１～６０００番地 

 

 

 

 

 

 

 

全地区 

場 　 　 　 　 　 所  対 　 象 　 地 　 区 

総合センター 
多目的ホール 

小針新宿全地区、 
寿１丁目 

小室６００１～９０００番地、 
本町１丁目 

小室９００１～、 
本町２・３丁目 

大針全地区、 
寿４・５丁目 

羽貫全地区、 
小針内宿全地区、 
寿２・３丁目 

総合センター 
多目的ホール 

総合センター 
多目的ホール 

総合センター 
多目的ホール 

　自宅のパソコンからインターネットで２４時間
いつでも確定申告書の作成ができる、国税庁ホ
ームページ『所得税の確定申告書作成コーナー』
を設けています。 

h t t p : / / w w w . n t a . g o . j p �
所得税の申告等問合せ・申告書郵送先 
【上尾税務署】〒３６２－８５０４上尾市大字
西門前５７７個人課税部門�７７６－８２１１ 

はい 

はい 

はい 

はい はい はい 

いいえ 

いいえ いいえ 

いいえ 
いいえ 

い
い
え 

あなたは必要？町・県民税の申告�

確
定
申
告
は
、�

上
尾
税
務
署
・�

上
尾
県
税
事
務
所
会
場
で�

３
月
１５
日
（火）
ま
で�

受
け
付
け
し
ま
す�
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町
・
県
民
税
、
所
得
税
の
申
告

の
時
期
に
な
り
ま
し
た
。
町
・
県

民
税
の
申
告
を
町
内
各
地
（
左
記

日
程
の
と
お
り
）
で
行
い
ま
す
の

で
、
な
る
べ
く
指
定
さ
れ
た
日
に

申
告
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。
ま
た
、
指
定
さ
れ
た
日

に
都
合
が
つ
か
な
い
方
も
、
で
き

る
だ
け
申
告
受
付
期
間
内
（
土
・

日
曜
は
除
く
）
に
お
早
め
に
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
平
成
１７
年
１
月
１
日
現
在
、
町

内
に
住
ん
で
い
て
（
住
民
登
録
の

有
無
に
関
係
な
く
実
際
に
町
内
に

住
ん
で
い
る
方
）、
平
成
１６
年
中
に

所
得
が
あ
る
方
で
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方
。 

①
給
与
所
得
（
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ

イ
ト
の
賃
金
を
含
む
）
で
次
に
該

当
す
る
場
合 

（
ア
）
勤
務
先
か
ら
役
場
に
給
与

支
払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方 

（
イ
）
給
与
所
得
以
外
に
家
賃
、

配
当
、
原
稿
料
、
年
金
等
の
所
得

が
あ
っ
た
方 

（
ウ
）
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を

受
け
て
い
た
方 

（
エ
）
医
療
費
、
雑
損
、
寄
付
金

な
ど
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

方 （
オ
）
平
成
１６
年
中
に
会
社
を
退

職
し
た
方 

②
公
的
年
金
等
の
所
得
が
あ
っ
た

方
（
公
的
年
金
等
は
雑
所
得
と
し

て
申
告
の
対
象
に
な
り
ま
す
） 

◎
収
入
（
所
得
）
が
な
か
っ
た
方

や
療
養
中
で
あ
っ
た
方
で
も
、
税

法
上
の
扶
養
に
な
っ
て
い
な
い
方

は
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。 

①
申
告
書
（
送
付
さ
れ
た
も
の
） 

②
印
鑑 

③
給
与
所
得
者
は
源
泉
徴
収
票
、

ま
た
は
給
与
支
払
明
細
書 

④
平
成
１６
年
中
に
支
払
っ
た
社
会

保
険
料
（
国
民
健
康
保
険
、
国
民

年
金
な
ど
）
の
領
収
書
ま
た
は
証

明
書
、
生
命
保
険
料
や
損
害
保
険

料
な
ど
の
支
払
額
の
証
明
書 

⑤
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
医

療
費
の
領
収
書
な
ど 

⑥
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
障

害
者
手
帳
な
ど 

⑦
そ
の
他
申
告
に
必
要
な
関
係
書

類 ①
税
務
署
へ
確
定
申
告
書
を
提
出

す
る
方 

②
給
与
の
み
の
所
得
で
勤
務
先
か

ら
役
場
に
給
与
支
払
報
告
書
の
提

出
が
あ
る
方 

内 

◎町・県民税の申告は… 

　税務課町民税係 

　�７２１－２１１１　２１５２ 

◎所得税の申告は… 

　上尾税務署�７７６－８２１１ 

申告受付期間�

２月１６日（水）～３月１５日（火）�

◎申告書が届いていない方でも受付会場
に用意してありますので、該当する方は
必ず申告してください。町・県民税の申
告は、児童手当や保育所入所、年金、公
営住宅入居や事業資金等の申請などの各
種証明の基礎資料になりますので、期間
内に忘れずに申告してください。 

受付時間　９時３０分～１２時�
　　　　　１３時３０分～１５時３０分�

日　　　　程 

３／１� 

３／２� 
商 工 会 館 納 税 相 談  

（申告書受理） 

場　　　　所 内　　　　容 

申告
はお早

めに

町
・
県
民
税
の
申
告�

☆
申
告
が
必
要
な
方�

☆
申
告
に
必
要
な
も
の�

☆
申
告
が
必
要
の
な
い
方�

青 色 申 告 書 納 税 相 談 日 �
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